
 
 

広島県飲食業生活衛生同業組合三原支部規約 

（厚生労働省 公認広島県飲食業生活衛生同業組合） 
 

 

第１章 総則 

（目 的） 

第 １ 条 広島県飲食業生活衛生同業組合三原支部は、組合員相互の意思疎通を図り、事業

の発展と繁栄を増進し、食品衛生の向上に努め、経済、食文化等に関する諸問題

を調査研究し、諸団体と相互協力して地域社会の正しい発展に寄与しながら、組

合員の連携を図ることを目的とする。 

（名 称） 

第 ２ 条 本組合は厚生省公認、広島県飲食業生活衛生同業組合三原支部（以下「本組合」

という）と称する。 

（資 格） 

第 ３ 条 本組合は三原市内に店舗を有し飲食業を営むものを以って組織する。 

（事務所） 

第 ４ 条 本組合の事務所は三原市内におく。 

 

第２章 事業 

（事 業） 

第 ５ 条 本組合は、第１条の目的達成のため、次の事業を行う。 

     （１）組合員の親睦及び相互の啓発に関する事項 

     （２）食品衛生の向上発展の実施 

     （３）経済、食文化等に関する調査研究及び講習会、研修会の開催事項 

     （４）官公庁及び諸団体との連携、推進に関する事項 

     （５）組織員及び従業員の福利厚生に関する事項 

     （６）その他、前項の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 組合員・特別会員 

（加 入） 

第 ６ 条 本組合に加入しようとする営業者は、氏名・名称・住所及び営業を行う場所、そ

の他必要事項を記載した加入申込書に、加入金を添えて提出しなければならない。 

（構 成） 

第 ７ 条 所定の会費を完納し、本組合に加入手続きを済ませた組合員・特別会員をもって

構成する。 

（休止及び脱退） 



 
 

第 ８ 条 本組合を休止及び脱退しようとする場合は、その旨と理由を記載し所定の手続き

をおえるものとし、その日から資格を失う。 

（除 名） 

第 ９ 条 組合活動を著しく阻害し非協力的組合員、かつ社会的に組合の名誉を傷つけた組

合員は総会の決議により除名する事ができる。 

 

第４章 組織及び役員 

（役 員） 

第１０条 本組合に、次の役員を置く。 

     支 部 長   1 名  副支部長   若干名   専務理事   1 名 

     会計理事   1 名  会計監事   2 名     理  事   若干名 

（役員の任期） 

第１１条 本組合の役員の任期は２年間とする。（但し再選は妨げない） 

（顧問、相談役・常任相談役、参与） 

第１２条 本組合に顧問、常任相談役、相談役、参与を若干名置くことができる。 

１．顧問は社会的地位及び学識経験のある者のうちから、又相談役、参与は業界有 

識者功労者のうちから役員会の決議を経て支部長が委嘱する。 

２．顧問、常任相談役、相談役、参与は支部長の諮問の応じまた業務について意見

を述べる事が出来る。但し議決権はない。 

（役員の職務）     

第１３条 １．支部長は組合を代表し組合業務を総理する。 

     ２．副支部長は支部長を補佐し支部長に事故あるときは業務を代行する。 

     ３．専務理事は支部長・副支部長を補佐し、組合業務を掌理し、支部長及び副支

部長に事故あるときは職務を代行する。 

     ４．会計は組合の会計を掌理執行する。 

     ５．理事は組合の業務の執行にあたる。 

     ６．会計監査は組合の財産、庶務、決算状況等を監査し総会に報告する。 

（役員の選任） 

第１４条 １．理事は地区より選出し、総会に於いて承認を得る。 

２．支部長、副支部長、専務理事及び会計理事は総会に於いて承認を得る 

     ３．会計監査は総会に於いて選出する。 

     ４．特別会員は役員に選出される権利を有しない。 

 

第５章 会議 

（会 議） 

第１５条 １．本組合の会議は、定期総会、臨時総会、理事会、各部会とする。 

     ２．総会等会議の議長は支部長とし、支部長等事故あるときは副支部長とする。 

     ３．定期総会は毎年事業年度終了後３ヵ月以内に行い、臨時総会は必要と認めた



 
 

時理事会の決議を経て支部長が招集する。 

     ４．理事会は理事を以って組織する。 

（総会の付議事項）  

第１６条 次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。 

     １．規約の設置改廃           ２．事業計画の設定及び改廃 

     ３．収支予算書及び収支決算書の承認   ４．その他組合の運営に重要な事項 

（組合員の表決権） 

第１７条 １．組合員は各 1 個の表決権を有する。 

     ２．会議は各構成員の過半数の出席を以って成立する。 

     ３．会議は委任状を認める。 

     ４．議事の決定は出席者の過半数を以って決定し、可否同数の場合は議長の決す

ると事によるものとする。 

     ５．特別会員は表決権を有しないものとする。 

（理事会） 

第１８条 理事会は原則として１ヶ月に１回開催するものとする。 

 

第６章 会計 

（会計年度） 

第１９条 本組合の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日を以って終わる。 

（監査） 

第２０条 支部長は定期総会等に次の書類を作成し、理事会の決議を経て監査に提出せねば

ならない。 

事業報告書、収支決算書、財産目録、次年度事業計画書、次年度予算書 

     監査は、上記の書類を受理時、監査意見を添えて総会に報告する。 

（加入金及び会費） 

第２１条 本組合の会費は、１店舗当たり月額次の通りとする。 

     ・新規加入金 ５，０００円 但し借入される場合は１０，０００円 

     ・法人組合員 １，５００円 

     ・普通組合員 １，０００円 但し新入会委員が借入の場合１年分を納入する。 

      （但し希望により６ヶ月、１カ年分一括納入することができる。） 

      （1 カ年以上会費未納の場合は脱会とみなす。） 

 

第７章 附則 

第２２条 本組合に次の帳簿を置く。 

     組合員名簿、金銭出納簿、組合費台帳、財産台帳、議事録等 

第２３条 本組合に若干名の職員を置く事ができ、給与は理事会で定める。 

第２４条 この規約の運営に関す手は総会に於いて決議する。但し細則については理事会に

おいて定める。 



 
 

第２５条 その他必要な規定は、理事会で定める。 

第２６条 この規約は、平成 ３年 ４月  １日から実施する。 

     この規約は、平成１８年 ４月  １日から実施する。 

  この規約は、平成２１年 ４月  １日から実施する。 

     この規約は、平成２１年 ７月  ６日から実施する。 

     この規約は、平成２３年 ４月  １日から実施する。 

     この規約は、令和 ３年 ５月 ２８日から実施する。 

 

表彰・慶弔・旅費に関する細則 

 

第 １ 条 この細則は、三原支部規約第２４条に基づいて定める。 

第 ２ 条 次の各項に該当するときは弔慰金及び見舞金を送ることができる。 

     １．組合員及び家族が死亡したときは、次の通り弔慰金を送る。 

      （１）本人の場合 金５，０００円 

      （２）家族の場合 弔電 

     ２．組合員が災害により相当な被害を受けたときは、見舞金を送ることができる。 

      金額については災害の程度を考慮してその都度定める。 

第 ３ 条 次の各項に該当するときは、表彰することができる。 

     １．組合員で組合運営上特に功労がありと認められたときは、理事会の承認を経

て県本部へ申請し表彰することができる。（永年施設表彰・優良施設表彰） 

     ２．組合員の雇用する従業員で次の事項に該当するときは、理事会の承認を経て

県本部へ申請し表彰することができる。 

       （１）同一店舗に１０年以上勤務し、優良従業員表彰式従業員とし他の模範

となる方で雇用主の申請があったとき。 

第 ４ 条 次の各項に該当する場合は旅費を支給することができる。 

     １．理事会が必要と認めた組合業務の出張については、次の通り旅費を支給する。 

       （１）県内は実費支給する。 

       （２）その他の地区及び宿泊を要する出張については、その都度理事会に於

いて定める。 

第 ５ 条 その他 

     １．組合の運営上理事会の決議を経て部会を設置することができる。 

     ２．青年部・女性部は組合員及び家族従業員の男女で構成する。 
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三原焼き振興会 規則 

 

第 1 章 総則 

 

（名称） 

第 1 条 本会は、「三原焼き振興会」（以下 「本会」）という。 

 

 

（活動の目的） 

第 2 条 本会員は、「三原焼き」という統一名称で、鶏モツ入りのお好み焼きをお客様に

提供するとともに情報発信し、三原の新たな観光資源としての定着をめざす。 

また、本会の活動を通じお好み焼き提供店の連携を図り、観光客に三原市の魅力

を提供できる人材として成長をめざし、地域の活性化に寄与する。 

 

 

（事業） 

第 3 条 本会は、第 2 条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（1）三原焼きの普及活動 

（2）その他目的達成に必要な事業 

 

 

第 2 章 組織 

 

（組織） 

第 4 条 本会は、第 2 条の目的に賛同する事業所・個人・団体で組織する。 

2 本会に加入を希望する者は、広島県飲食業生活衛生同業組合三原支部（以下「飲

食組合」という）の組合員または特別会員として加入し、本会所属の希望を申出

しなければならない。 

3 会員として入会できるのは、お好み焼き店を経営される方、もしくはお好み焼き

店へ食材等を提供するお店を経営する方で、会の目的に賛同する者とする。 

 

 

第 3 章役員等 

 

（役員） 

第 5 条 本会に次の役員を置く。 

会 長 1 名 

副 会 長 若干名 

事務局長 1 名 

幹 事 1 名以上 

2 役員の任期は 2 年とする。但し、再任は妨げない。 

3 役員は、部会において、会員のうちから選出し、又は解任する。 
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（役員の職務） 

第 6 条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長がその職務を代行する。 

3 事務局長は事務局として庶務を行う。 

4 幹事は業務及び事業実施の支援を行う 

 

 

（会議） 

第 7 条 本会の会議は、部会とし、部会長が招集する。 

2 部会は、会員により構成し、本会の事業計画、予算、決算、本規約の変更その他

本会の運営する重要なことについて付議し、飲食組合役員会へ上程する 

 

 

（部会の議長） 

第 8 条 部会の議長は、部会長をもって充てる。 

 

 

第 4 章 補足 

 

第 9 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、部会で協議を行

い、飲食組合役員会へ上程し協議の上決定する。 

 

 

附則 

この規約は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 


